
ＪＡＳＴ健康保険組合　理事長　殿


給与収入のみである旨の申立書

この度、被扶養者として申請する者の収入は、提出した雇用契約書等に基づく給与収入のみであることを申し立てます。

　今後、雇用契約内容の変更や年金受給の開始等により収入状況に変更が生じた場合は、速やかに貴組合に報告し、必要な手続きを行います。

　また、届出を怠ったことにより被扶養者資格が取消された場合には、遡って資格を取消されても異議なく、当該期間に発生した医療費等を貴組合の指示に従い返還することを了承いたします。


令和　　年　　月　　日

【被保険者】（社員）
　記号・番号：　　　　・　　　　　　
　氏　　　名：　　　　　　　　　　　　　

【認定対象者】
　氏　　　名：　
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